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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対する本会議質問 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国民民主党・無所属クラブ　　 
村岡 敏英 

 
国民民主党・無所属クラブの村岡敏英です。 
ただいま議題となりました、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案

について、農林水産大臣に質問いたします。 
食糧法は、単に米や麦の流通を定める法律ではありません。 国民の命と暮らしを支える主食を、必

要な時に必要な量、安定して届けるための、国家の根幹に関わる法律です。また、食卓の安心だけでな

く、農家の営み、地域の仕事、農地や集落の維持など、地域の暮らしと農業の土台を支える法律です。 
一昨年の、いわゆる令和の米騒動では、店頭からコメが消え、価格が急騰し、国民生活と国民経済

に大きな不安を与えました。消費者は高くて買えない。一方、生産者は、一時的に米価が上がったとは

いえ、長く続いた米価低迷に加え、肥料、生産資材、農機などの高騰により、安心して再生産できる状

況にはありません。ここに、いまのコメ政策の根本的な課題があります。主食が不足すれば、価格は高

騰し、家計だけでなく、学校給食、食品産業、地域経済にも深刻な影響を及ぼします。 だからこそ、主食
政策は、生産基盤を強化し、一定の余力を持たせ需要の変化に柔軟に対応できるよう設計されるべき

です。見込み違いで市場が大混乱するようでは国家としての備えが十分であるとは言えません。不足さ

せない仕組みを築くことこそ、政治の責任です。 
我が国の食料自給率は、カロリーベースで38％と、G7の中でも最低水準です。現場からは、農家の

減少が加速度的に進み、将来、本当のコメ不足が起こりかねないとの切実な声が上がっています。 
いま必要なのは、農地を守り、担い手を支え、生産基盤を維持し、国民に主食であるコメを安定して

届ける政策です。食糧法の見直しを、単なる制度改正に終わらせてはなりません。主食を守ることは、

国民の命を守ること。農業を守ることは、地域を守ること。そして地域を守ることは、日本の未来を守るこ

とです。 
 
1、令和の米騒動をどう総括するのか 
○大臣に伺います。 
政府は、令和の米騒動を、一時的な市場の混乱ではなく、主食の安定供給に対する国家責任の問

題として、どこまで重く受け止めているのか。政府の基本認識を、明確にお示しください。 
 
2、 2023年に秋田県へコメの生産抑制の電話をした件 
令和の米騒動は、突然起きたというより、前段の兆候を読み取れなかった結果ではないかと考えま

す。2023年に農林水産省が秋田県へコメの生産抑制を求めた電話をした件は、これまでのコメ政策の

象徵的な出来事と言わざるをえません。 
秋田県は、需給を見据え、主食用米の増産の必要性を考えていました。しかし、国からは、生産の目

安の見直しを強く求められました。増産に動いた場合の交付金の減額にも言及があったと報道されてい

ます。もし事実であれば、2018年に減反廃止と言いながら、実際の運用には、なお減反的な発想が
残っていたのではないかという疑問が生じます。 
異常高温などの天候不順で需給が逼迫する予想の中、当時の判断の妥当性は丁寧に検証されるべき

です。ここを曖昧にしたままでは、現場の不信は解けません。 
○大臣に伺います。 
政府として、誰が、どのような権限と認識で、何を求めたのか。交付金の減額を示唆した事実はある

のか。秋田県への対応を含め、令和の米騒動について、第三者の視点を入れた検証を行うべきと考え

ますが、見解を求めます。 
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3、「需要に応じた生産」とは 
令和の米騒動を受け、石破前政権はコメの増産に舵を切りました。しかし、法案に明記された「需要

に応じた生産」とは、コメ政策は再び「減反政策」なのかと、とらえかねられません。縮む市場には新たな

投資や人は集まりません。 
この半世紀を振り返って、需要を十分に拡大できないまま生産量を減らし続けた結果、地方では離農

が進み、担い手が不足し、競争力も生まれず、悪循環を招いてきたのではありませんか。今回の改正

案には、「生産者は主体的に需要に応じた生産を行うよう努めるものとする」と書き込まれています。生

産者の経営判断に委ねるというのであれば、なぜ、あえて法律に努力義務として書き込むのか。「需要

に応じた生産」という表現ではなく、むしろ、我が国が、自給できる唯一の穀物、米の生産力強化のメッ

セージを出すことの方が重要ではないでしょうか。 
○大臣に伺います。 
政府は「需要に応じた生産」と言いますが、それは結局、形を変えた減反政策ではないか。政府が責

任をもってコメの需要拡大に向けた環境整備をおこなえるのか、それとも、生産者や産地にだけ主体的

な努力を求めるだけなのか、今回の改正は、これまでの反省を踏まえて、主食の安定供給とその価格

の安定化に資する、実効性のある改正なのか、見解を求めます。 
また、令和の米騒動により政府備蓄米が大量に放出されたこと、コメの高値長期化による消費者のコ

メ離れで、今年3月末の民間在庫は277万トン。前年同月より97万トン多い。在庫率は約40％で、過去
最高となっています。生産者は、今年の新米は価格が下落するのでないかと心配しています。政府は、

コメの価格の安定化にどのように対処するのですか。お答えください。 
 
4、新たな在庫の届け出義務、備蓄制度は本当に機能するのか 
今回の改正案は、流通実態を十分につかめていなかった事、 政府備蓄米の売渡手続に時間がかか

り、機動性を欠いていたことも課題としています。しかし、制度の手直しだけで本当に再発防止につなが

るのか。届出対象を広げても、報告の粒度、頻度、公表の仕方が実効的でなければ、十分に機能しま

せん。そもそも、流通は様々な条件で刻一刻と変動するもので、すべてを正確に把握することは

難しいと考えます、業界の負担を増やして、需給の安定がはかられるのでしょうか。 

備蓄放出についても、いつ、どの程度の不足をもって判断するのか、その基準が明確でなければ、再

び判断が遅れるおそれがあります。さらに、今回の改正案では、新たな施策として、民間事業者による

備蓄制度が盛り込まれています。 
 
 
○大臣にお伺いします。 
流通実態の把握強化のため、届出事業者として出荷・販売事業者に加え、加工・中食・外食の事業

者も追加、定期報告の義務化、罰則の措置もあります。これによる民間の調査コストや事務負担等は誰

が負担するのでしょうか。 
そして、民間に備蓄を義務付けるのであれば、保有により生ずる事業者の経営上の損失に対し、財政

上の措置を講ずることが必要であると考えますが政府の認識はいかがか。 
また、令和の米騒動では、価格高騰対策として備蓄米の放出を決めたが今後はどのような規準で放出

するのか。明確にお答えください。 
 
5、新規需要を創出できるのか 
国内では、米価の高止まりを背景に、国家貿易枠内のSBSの上限10万トンが全量落札された上

に、1kg当たり341円の枠外関税を払ってでも主食用米を輸入する動きが広がっています。民間輸入

は、これまで、年600トン～800トンで推移していましたが、 2025年度は10万5778トン、実に約125倍
から160倍へ、輸入量が激増しました。日本米の品質は高い一方で、価格面では外国産米と開きが大
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きく、簡単に輸出を増やせる状況ではありません。国内では輸入米が増えているのに、一方で輸出を増

やすと言われても、現場には疑問が残ります。 

○大臣にお伺いします。 
そのような内外価格差がある中で、どのようにしてコメの輸出拡大を実現しようとしているのか伺いま

す。政府は、業務用米の輸入が増えている現状をどのように受け止めているのか。 
また、国産の業務用米について、実需者が必要とする価格、数量、品質に応えられるよう、産地と外

食・中食・給食事業者との播種前契約や複数年契約をどのように広げ、生産者が再生産できる価格を

確保しながら、国産米の安定供給体制をどのように構築していくのか、具体的にお示しください。 
 
6、消費者も手頃な値段で、生産者も再生産できる価格をどう実現するのか 
私は、価格を高く保つために生産を抑えるのではなく、政策として直接、生産者を支える方向へ転換す

べきだと考えます。国民の理解と納得が得られる価格で安定すれば消費者には恩恵があり、需要の回

復や自給率向上への土台にもなります。その一方で、農家が赤字にならないよう、所得を下支えする政

策は不十分です。再生産できる見通しが立たなければ、担い手は育ちません。 
国民民主党は、コメの直接支払、いわゆる食糧安保基礎支払いで、生産者を支える提案をしておりま

す。 
そうすることで、生産者には再生産可能な所得を確保し、消費者には手頃な値段で主食を届ける政策

です。 
○大臣にお伺いします。 
政府は、減産で価格を守る発想から転換し、消費者は手頃な値段で、生産者は直接支払いによって

再生産できる所得を実現する方向へ舵を切る必要があると考えますが大臣の見解を聞かせください。 
 
7、担い手をどう確保し、食料自給率をどう高めるのか 
農業の持続可能性を考えるとき、最も深刻なのは担い手の減少です。この10年間で、基幹的農業従

事者は72万人減少し、現在は約104万人となっています。しかも、そのうち50歳未満の基幹的農業従事
者は、わずか約13万人にとどまっています。また、17の都道府県では、10年後に耕作者が決まってい
ない農地の割合が5割を超え、全国で見ても、耕作者未定の農地は全体の32％に上っています。この

現実を直視すれば、いま問われているのは、この国の農地を誰が守り、主食を誰がつくるのかというこ

とです。 
また、地域計画についても、担い手や受け手が伴わず、絵に描いた餅になっていないかが問われて

います。 
○大臣にお伺いします。 
政府は、日本の食料自給率を向上させるために、今後どの程度の生産者を確保しようとしているの

か。また、若い世代の新規就農、親元就農、第三者継承をどう増やし、耕作者未定の農地の拡大をどう

食い止めるのか。 
さらに、政策の方向が短期間で変わることによる生産者の不安や、地域計画が絵に描いた餅になって

いるのではないかという懸念に、どう対応するのか。明確にお答えください。 
 
8、中東情勢の影響による農業生産資材等の調達について 
中東情勢の影響を受け、肥料の値上げ、生産資材の受注停止・供給制限、納期の遅延などが発生し

ています。政府には、動向を注視し、農業生産に影響がないよう対処することを求めますが、どのような

対策を現在講じているのか、お答えください。 
 
9、食料法改正と地方再生について 
今回の食糧法改正、そして農業構造転換集中対策期間を、単なる制度改正や一時的な予算措置で終

わらせてはなりません。 
明治維新以降、我が国は東京を中心に、世界に冠たる経済国家を築いてきました。 

3 
 



しかしその一方で、地方から都市へ人が流れ、農村では人口減少、若者の流出、担い手不足が進み、

農業も地域経済も疲弊してきました。 
今こそ、この流れを変えなければなりません。 
スマート農業の推進、食品産業との連携、食料品輸出の拡大など、農業を守る産業から、成長を生

み出す産業へと転換し、農業を、守るべき産業にとどめず、国を成長させる産業として位置付けるべき

です。 
その先に、人の流れを地方へ、農村へと向かわせ、田園からの新たな産業革命を興し、地方再生、そし

て日本再生への道を切り拓くことができると確信いたします。 
〇大臣にお伺いします。 

食料安全保障と地方再生をどう考えているのかお聞きかせ下さい。 
 
最後に、かつてフランスのド・ゴール大統領は、「食料を自給できない国は、真の独立国ではない」ま

さに至言です。食料と農業は、国家の独立と安全保障の根幹であります。これまでのコメ政策は、生産

調整という発想の中で、生産者の意欲をそぎ、制度を複雑にし、将来展望を見えにくくしてきた面があり

ました。その結果、現場は疲弊し、地域は衰退し、主食の安定供給まで不安定になりました。この悪循

環を、ここで断ち切らなければならないことを申し上げ質問を終わります。 
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